
助成希望の法人(施設） 静岡県社会福祉協議会

助成金交付要領の送付①
実績報告書および
収支決算書の作成

交付申請書の提出②
審査･交付決定

交付決定通知書送付③

請求書の送付④

助成金の交付⑤

＜問い合わせ先＞

静岡県社会福祉協議会 福祉企画部経営支援課

〒420-8670　静岡市葵区駿府町1-70

TEL：054-254-5231  FAX：054-251-7508

E-Mail：kikin@shizuoka-wel.jp

社会福祉事業振興のための助成金の流れ(緊急助成）

※　請求書提出期限：助成金交付決定通知を受領した日から起算して10日を経過した日ま
で。

※　交付申請書の提出期限：令和2年６月30日（火）必着

　　　（実績報告書には領収書の写し及び備品（役務）の写真を添付してください。）


